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BOI 企業の損益通算方法に関す

る BOI 通知 No. Paw 9/2559 が

発行されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長期に亘る係争の末、最高裁判決no. 15345/2558が

下され、1つまたは複数のBOI事業から発生した損

失は、同一会計年度に他のBOI事業から発生した利

益と通算し、その会計年度の課税所得を確定しなけれ

ばならないとされました。 

その後、財務省は、複数のBOI奨励事業を行う企業の

内、最高裁判決の定める計算方法に従って法人所得

税の申告をしていない企業について、法人所得税の申

告・修正期限を罰金や延滞税を課すことなく2016年8月

1日まで延長しました。さらに、国家平和秩序維持評議

会(NCPO)は命令(書)第45/2559号を官報に掲載し、

申告・修正期限を2016年8月15日まで延長し、また、財

務省およびBOIに対し議論した上でこの問題を明確化

するように求めました。

BOIは歳入局との合意の下、BOI通知No. Paw 9/2559

（ 'Paw 9'）を2016年11月1日に発行し、複数のBOI奨

励事業を行う企業の損益通算方法のガイドラインを

公表しました。この通知は、複数のBOI奨励事業を

行う企業は全てのBOI事業に関して、同一の年度の

課税所得・損失を通算する必要があるとしています。

BOIの免税内容や奨励期間はBOI事業ごとに異なりま

すので、損益通算後の年間合算損益がそれぞれの
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BOI事業にどれだけ起因しているのかを特定することは可能ではありません。そこでBOIは、その年間合算損益を各BOI

事業に振り分けるルールを設定しました。

年間合算損益が利益となった場合、利益が生じているBOI事業にのみ比例配分されます（ケース１）。配分さ

れた利益は各事業に付与された恩典に従って法人税が免除されます。

年間合算損益が損失となった場合、損失が生じているBOI事業にのみ比例配分されます（ケース２）。配分さ

れた損失はBOI損失として各事業の税務恩典期間終了後から最大5年間、純利益から控除することができます。

以下は、Paw 9による計算例です。

BOI事業およびNon-BOI事業の両方を行う企業は1987年2月5日付歳入局通知に従って、損益通算を行います。

BOIよりPaw 9が発行されましたが、未だ歳入局側から明確にされるべき疑問は残されています。

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
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供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ
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利益（損失）

事業1 事業2 事業3 年次合算

ケース１ 100 40 (50) 90

損益振分 64.29 25.71 -

ケース２ (90) 60 (20) (50)

損益振分 (40.90) - (9.09)
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